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建物を永く活かして使っていくために

1 公共建築物の現状と課題

現状と課題
ほんしでは、老朽化が進行している公共建築物への対応として、計画的な点検・修繕・改修を行い、施設をできる限り長く安全に使用する取り組みとして、平成28年8月に「豊川市公共施設中長期保全計画」を策定し、こう小学校大規模改修工事や豊川生涯学習センター大規模改修工事など、計画的な長寿命化を実施してきました。
しかしながら、公共建築物は昭和40年代後半から50年代にかけて建設された施設が多く、また、昨今の物価上昇に伴う改修費の増加への対応も必要となっています。

計画期間
豊川市公共施設中長期保全計画は、令和12年までを射程としつつ、中期的な視点から、5年を1期とした短期的な視点にたった計画として、令和8年度から令和12年度までの5年間の保全計画書を作成します。
豊川市公共施設中長期保全計画の位置付け
豊川市公共施設中長期保全計画の位置付けは、「第7次豊川市総合計画」に即し、「豊川市公共施設等総合管理計画」における公共建築物の長寿命化を図る施設保全業務を実施するための計画となります。
PDF形式の資料では、図表 豊川市公共施設中長期保全計画の位置付けを示していますが、ここでは省略しま
す。
公共建築物の現状把握
用途別ののべゆか面積の年度別整備状況
ほんしの用途別の公共建築物ののべゆか面積は、昭和40年代中頃から昭和60年代前半まで、学校施設の面積が多くを占めています。
耐震基準別ののべゆか面積は、昭和56年度の建築基準法の改正により、旧耐震基準（昭和56年度以前）による建築物が229,803平方メートル（約51％）、新耐震基準（昭和57年度以降）による建築物が224,607平方メートル（約49％）となっています。
PDF形式の資料では、図表 用途別ののべゆか面積の年度別整備状況を示していますが、ここでは省略します。

市の歳入歳出見込み

市の収入である歳入の内訳では、市税収入が歳入総額の4割程度となっています。
今後予想される生産年齢人口の減少などの市税収入の減少要因に注意が必要です。
市の支出である歳出の内訳では、義務的経費が占める割合が5割程度となっています。
今後、少子高齢化がさらに進むことにより、扶助費等が含まれる義務的経費が増加する傾向です。
複数の大型建設事業により、令和10年度に投資的経費がピークを迎えます。
PDF形式の資料では、図表 歳入見込みと歳出見込みを示していますが、ここでは省略します。

対象施設の選定

市営住宅などの木造・コンクリートブロック造（CB造）で築30年以上経過した廃止が決定している施設を除いた施設を長寿命化対象施設と定めていきます。なお、今後も継続的な見直しを図っていきます。
PDF形式の資料では、図表 豊川市公共施設中長期保全計画の対象施設を示していますが、ここでは省略します。

劣化点検対象部位、判定基準

劣化点検の対象となる部位は、屋根、外装、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設備、屋外の8部位を対象として実施し以下の判定基準に基づき4段階で評価します。
A 健全（ひび割れやへこみなどの劣化が無い、または、殆ど無い状態。）
B 軽微な劣化がある状態（軽微なひび割れやへこみはあるものの、現状では修繕の必要が無い状態。）
C 重度の劣化がある状態（劣化が進行し、部材の交換や部分的な修繕が必要な状態。）
D 最重要部材に重度の劣化がある状態及び部材の機能が全く維持していない状態（劣化が著しく進行し、部材の交換・更新が必要な状態。）

公共建築物の劣化状況

概ね経過年数とともに劣化が進む傾向が見られますが、大規模改修などの実施により、一部の年代で劣化状況の改善が図られています。

課題のまとめ
（課題いち）建築物の老朽化への対応
昭和40年代中頃から昭和50年代後半に整備された公共建築物は、築30年以上を経過し、大規模改修などの実施により、一部の年代では劣化状況の改善がなされているものの、劣化調査結果では概ね経過年数とともに劣化が進む傾向となっています。
（課題に）不足が予測される財源への対応
昨今の物価上昇に伴い、改修費用等の増加が見込まれることや、ほんしの財政状況は、少子高齢化の進展に伴い、税収の減少や扶助費の増加により、公共建築物に充てられる財源が不足することが懸念されています。
また、計画的な予防保全の実施に遅れが生じる場合には、突発的な修繕費用や更新費用が必要となる可能性があります。
（課題さん）持続可能な公共サービスの提供
公共建築物は老朽化した後の建て替えの際に必要となる更新費に加え、市民に公共サービスを持続的に提供していくための費用として、人件費や水道光熱費などの維持運営費（ランニングコスト）が必要となり、これは更新費として必要な額よりも大きな金額となる可能性があります。

基本方針
（基本方針いち）公共建築物の質の確保
公共建築物は、施設の安全性が適切に担保され、快適性等に配慮した施設機能を維持するために適切な内容および時期に修繕・改修工事を行い、質を確保し続けることが必要です。引続き、劣化調査や公共施設構造体耐久性調査を定期的に行い、工事履歴などの「施設情報の一元化」を行います。
（基本方針に）公共建築物のコストの縮減
修繕・改修工事を計画的・予防的に行うことにより、「公共建築物の長寿命化」を図ります。また、公共サービスの提供にあたり、既存施設の規模の妥当性を検証し、引続き、コスト縮減に寄与するのべゆか面積の「総量の縮減」の実現を目指します。
（基本方針さん）公共建築物にかかる支出予算の平準化
公共建築物のコストの縮減により、各年度の保全にかかる経費をできる限り抑制すると共に、「公共サービス水準」や「工事の優先順位」を定め、一時期に予算の支出が集中しないよう平準化に配慮し、必要性の高い工事から執行します。

2 かいしゅうないよう

改修周期、更新周期の設定
建物全体の建設費（用途別平方メートル単価×のべゆか面積）に対する部位ごとの構成比率を設定して部位ごとの建設費を算出した上で、日常修繕と大規模改修それぞれの比率により、部位ごとの金額を算出します。
PDF形式の資料では、図表 部位ごとの改修周期と構造別ごとの更新周期等を示していますが、ここでは省略します。

3 改修等のライフサイクルコストの試算

ライフサイクルコストの試算
ライフサイクルコストの計算式
長寿命化対策の効果を把握するため、対策として大規模改修を実施した場合（予防保全）と実施しなかった場合（事後保全）の費用を比較し、単年度当たりのライフサイクルコストの縮減効果を算定します。
大規模改修の実施の有無により、更新時期が異なることとし、下記の式により、単年度当たりのライフサイクルコストの縮減額を算出します。
PDF形式の資料では、図表 ライフサイクルコストの計算式を示していますが、ここでは省略します。
予防保全とは、施設を長寿命化するための保全管理の方法で、建物及び設備の異状の有無や兆候を事前に把握・予測することで計画的に改修を行い、故障による停止や事故を防ぎ、建築物の部材を適切に保全する方法
です。

工事優先度の評価、計算式
大規模改修や修繕等を行う際の優先性の評価として、評価項目を設定します。
各施設の部位ごとに6つの評価項目で点数を出し、その合計から優先順位を決めます。
本計画における工事優先度の算定にあたっては、評価項目のうち劣化度を主要な算定要素として用い、その他の評価項目については、施設間で差が生じない値を設定した上で算定しています。
PDF形式の資料では、図表 工事優先度の評価、計算式を示していますが、ここでは省略します。

全施設を事後保全とした場合の試算結果
現在保有している建物の更新等費用を試算した結果、令和47年度までで約2,571億円、1年あたり約64.3億円の費用が必要となります。
PDF形式の資料では、図表 全施設を事後保全とした場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。

予防保全を取り入れた場合の試算結果
大規模改修の実施を取入れ「予防保全」の管理を行った場合、令和47年度までで約2,181億円、1年あたり約54.5億円の費用が必要となります。「事後保全」に比べ、総額約390億円の費用縮減が図れ、財政負担が軽減されます。
PDF形式の資料では、図表 予防保全を取り入れた場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。

平準化の流れ
施設の修繕時期等が一定期間に集中した場合、予算制約を定め、費用の平準化を行います。

1 予算制約条件を設定します。
予算制約条件：段階的予算制約（計画期間内に予定されている公共施設改修・更新等工事を当該期間内で実施できるよう、概ね5年ごとに設定）

2 予算制約を超過する年度は、優先度の高い施設から実施し、金額をオーバーした段階で翌年度に先送りします。（優先順位は、日常修繕、大規模改修、更新、撤去に関わらず設定します。）

3 翌年度以降、繰り返し計算を実施します。
段階的な予算制約で平準化した場合の試算結果
計画期間内に予定されている公共施設改修・更新等工事を当該期間内で実施できるよう、予算規模を段階的に設定して平準化した結果、今後40年で約2,181億円、1年あたりでは約54.5億円の費用が必要となります。令和33年度以降は、昭和50年代に集中的に整備された公共建築物の更新時期が到来するため、段階的に費用が増加する見込みですが、ファシリティマネジメントの取組を推進することで、低減される可能性があります。
PDF形式の資料では、図表 段階的な予算制約で平準化した場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。

予防保全を取り入れ、のべゆか面積30％縮減を考慮した上で、予算規模を段階的に設定して平準化した場合の試算結果
予防保全を取り入れ、第2期豊川市公共施設等総合管理計画で示す市の保有面積の縮減目標30％を踏まえ、施設の更新時にのべゆか面積を30％縮減すると仮定した上で、予算規模を段階的に設定して平準化した結果、今後40年で約1,702億円、1年あたりでは約42.6億円の費用が必要となります。
30％縮減に伴い、2,181億円ひく1,702億円で約479億円が縮減される結果となりました。
PDF形式の資料では、図表 予防保全を取り入れ、のべゆか面積30％縮減を考慮した上で、予算規模を段階的に設定して平準化した場合の試算結果を示していますが、ここでは省略します。
持続可能な公共施設マネジメントを図るためには、引続き、予防保全を適切に進めるとともに、保有面積の縮減に向けた取り組みが必要となります。

4 今後の展開

計画の推進に向けて
本計画で示した施設の長寿命化等を基本とし、第3.期においても、維持保全に向けて各公共建築物の耐用年数や毎年度の工事の実施状況、劣化状況等を常に把握する必要があります。そのために、以下の事項を推進していきます。

公共建築物に関する情報の一元管理
公共建築物に関する情報については、ヒアリング調査、修繕履歴等のデータ管理、更新による、全庁的一元管理を継続して行います。修繕履歴等の情報入力の実施体制の確立による、データベースの管理・運用について、所管課等と財産管理課が連携して行っていきます。
計画の推進体制
公共建築物の管理については、引続き財産管理課を中心に、所管課、建築課及び財政課と連携して、全庁的に公共建築物のマネジメントを推進します。

人材の育成
技術職員の専門知識の蓄積、点検や修繕等の業務に関する技術力向上に努めます。また、ファシリティマネジメントに関する職員研修を実施するとともに、将来の技術職員の採用を含めた中長期的な視点に立った人材育成を進めていきます。
実現可能な年次計画（5ヵ年から15ヵ年）
各年度に実施する工事の総量は、市の財政状況や需要等に応じて調整し、15年間の中期的な保全計画を立て、直近の5年間は短期的な保全計画として抽出し、保全計画が適切に執行できるよう、各年度の財政や施設状況に応じて見直しを行います。

ピーディーシーエーサイクル
施設の点検・劣化度調査、施設管理者による日常点検等を適切に実施し、必要な対策を行うとともに、計画に基づき実施した予防保全の結果等の情報を適切に管理・蓄積し、次の点検・診断に活用するPDCAサイクルを、引続き推進していきます。

公共施設の再編等との連携
既存施設の規模の妥当性を検証し経営的な視点から検討を行い、保有面積の縮減に向け、第7次豊川市総合計画や第2期豊川市公共施設適正配置計画および第2期豊川市公共施設等総合管理計画との連携を図りながら進めます。

公民連携
PPP・PFI等の民間の資金とノウハウを活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供に向け、「豊川市PPP/PFI手法導入優先的検討規程」を踏まえ公民連携の推進を積極的に検討していきます。
